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平
日
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

手
続
き
が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
受

付
時
間
の
延
長
と
休
日
受
付
を
行
い
ま

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
・
交
付
申
請
を
し
た
い
人
は
お
越
し

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
住
民
票
・
印
鑑
・
戸
籍
な
ど

の
証
明
書
の
発
行
も
行
い
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　
５
月
９
日
日
９
時
～
13
時

　
　
　
５
月
20
日
木
17
時
15
分
～
19
時

場
所　
戸
籍
税
務
課

取
扱
業
務

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
・
交
付
・
更
新
申
請

○
住
民
票
・
印
鑑
・
戸
籍
な
ど
の
証
明

書
の
発
行

受
け
取
り
に
必
要
な
も
の

○
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

○
通
知
カ
ー
ド

○
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
交
付
申
請
の
場
合
は
、
必
要
な
も
の

が
申
請
者
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
戸
籍
税
務
課
住
民
係
☎
（
９
６
２
）
２
０
２
６

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
の
時
間
延
長
と
休
日
窓
口
を
開
設

狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
ま
し
ょ
う

　
飼
い
犬
は
、生
涯
に
１
回
の
登
録
（
生

後
91
日
以
上
で
登
録
が
ま
だ
の
犬
）
と
、

年
に
１
回
狂
犬
病
予
防
注
射
の
接
種
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
日
程
で
注
射
で
き
な
い
場
合

は
、
最
寄
り
の
動
物
病
院
で
接
種
し
て

く
だ
さ
い
。

料
金

狂
犬
病
予
防
注
射　
３
，
１
０
０
円

犬
の
登
録　
　
　
　
３
，
０
０
０
円

※
料
金
は
お
釣
り
が
い
ら
な
い
よ
う
ご

準
備
く
だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係
☎
（
９
６
２
）
７
４
４
６

日
程

４
月
14
日
水

時
間

場
所

９
時
～
９
時
10
分

八
倉
集
会
所

９
時
15
分
～
９
時
25
分
重
光
集
会
所

９
時
30
分
～
９
時
40
分
麻
生
集
会
所

９
時
50
分
～
10
時

八
瀬
集
会
所

10
時
10
分
～
10
時
25
分
高
尾
田
集
会
所

10
時
30
分
～
10
時
40
分
上
野
団
地
公
園

10
時
45
分
～
11
時

南
ヶ
丘
三
角
公
園

11
時
５
分
～
11
時
15
分
ハ
ー
ト
ピ
ア
み
な
み

13
時
10
分
～
13
時
25
分
宮
内
集
会
所

13
時
30
分
～
13
時
40
分
山
並
集
会
所

13
時
45
分
～
13
時
55
分
頭
ノ
向
集
会
所

14
時
～
14
時
15
分

永
立
寺
集
会
所

14
時
20
分
～
14
時
35
分
さ
か
え
集
会
所

14
時
40
分
～
14
時
55
分
千
足
集
会
所

時
間

場
所

８
時
50
分
～
９
時

岩
谷
口
集
会
所

９
時
５
分
～
９
時
10
分
岩
谷
集
会
所

９
時
15
分
～
９
時
25
分
川
下
集
会
所

９
時
30
分
～
９
時
40
分
千
里
地
区
公
民
館

９
時
45
分
～
９
時
50
分
万
年
集
会
所

10
時
５
分
～
10
時
10
分
満
穂
集
会
所

10
時
20
分
～
10
時
30
分
玉
谷
集
会
所

10
時
35
分
～
10
時
40
分
玉
谷
町
民
体
育
館

10
時
50
分
～
10
時
55
分
篠
谷
集
会
所

11
時
10
分
～
11
時
20
分
仙
波
奥
集
会
所

13
時
～
13
時
５
分

中
野
川
集
会
所

13
時
20
分
～
13
時
25
分
多
居
谷
集
会
所

13
時
40
分
～
13
時
45
分
高
市
谷
集
会
所

13
時
50
分
～
14
時

高
市
集
会
所

14
時
20
分
～
14
時
35
分
ひ
ろ
た
交
流
セ
ン
タ
ー

４
月
15
日
木

４
月
16
日
金

時
間

場
所

８
時
50
分
～
８
時
55
分
大
角
蔵
集
会
所

９
時
～
９
時
５
分

七
折
集
会
所

９
時
10
分
～
９
時
20
分
川
井
集
会
所

９
時
25
分
～
９
時
35
分
大
畑
集
会
所

９
時
40
分
～
９
時
50
分
あ
か
が
ね
集
会
所

10
時
～
10
時
10
分

上
南
台
集
会
所

10
時
15
分
～
10
時
25
分
幸
田
集
会
所

10
時
30
分
～
10
時
40
分
向
南
台
集
会
所

10
時
45
分
～
11
時
５
分
北
川
毛
集
会
所

13
時
20
分
～
13
時
25
分
大
平
集
会
所

13
時
40
分
～
13
時
55
分
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

14
時
５
分
～
14
時
15
分
外
山
集
会
所

14
時
20
分
～
14
時
35
分
五
本
松
集
会
所

14
時
40
分
～
14
時
50
分
天
神
中
央
公
園

14
時
55
分
～
15
時
５
分
大
谷
集
会
所

15
時
10
分
～
15
時
20
分
久
保
田
集
会
所

　
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
、
４
月

１
日
現
在
に
登
録
さ
れ
て
い
る
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
納
期
限
は
５
月
31

日
月
で
す
。

自
動
車
税
の
納
付

　
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
、
ス
マ
ホ
決

済
ア
プ
リ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

軽
自
動
車
税
の
納
付

　
金
融
機
関
や
期
限
内
で
あ
れ
ば
コ
ン

ビ
ニ
納
付

障
が
い
が
あ
る
人
の
減
免
手
続
き

対
象　

次
の
①
②
に
該
当
す
る
自
動

車
・
軽
自
動
車

自
動
車
税
と
軽
自
動
車
税

①
障
が
い
者
本
人
が
所
有

②
18
歳
未
満
の
身
体
障
が
い
者
、
知
的

障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
と
生
計
を

一
に
す
る
人
が
所
有

申
請
期
限　
５
月
24
日
月

注
意
事
項

○
減
免
を
受
け
る
車
両
は
１
台
で
す
。

○
障
が
い
の
区
分
・
等
級
に
よ
り
減
免

を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
○
自
動
車
税
に
関
す
る
こ
と

中
予
地
方
局
課
税
課
☎
（
９
０
９
）
８
７
５
４

○
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
こ
と

戸
籍
税
務
課
町
民
税
係
☎
（
９
６
２
）
２
０
６
１
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検診の申込方法　電話（検診予約受付窓口☎０１２０（４８９）３５５）か
検診予約システムで受診したい日の３週間前までにお申し込みください。予
約した希望日を変更したい場合は最初に申し込んだ方法で再度ご連絡くださ
い。

受付時間：①9時～10時 ②9時30分～10時30分 ③9時～11時 ④9時～11時30分 ⑤13時30分～14時30分

～検診内容・料金・対象年齢～

春（４月～６月）の検診日程

問保険健康課健康増進係☎（９６２）６８８８

検診名 対象年齢 本人負担額
胃がん検診（バリウム検査）

40歳以上

1,200 円
肺がん検診（胸部CR検査） 700円
肺がん検診（胸部CT検査） 3,200 円
肺がん検診（喀痰の検査） 600円
大腸がん検診（便潜血検査） 500円
腹部超音波検診 2,000 円
Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査 B型 200円、C型 300円
骨粗しょう症検診 40歳以上の女性 600円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 1,100 円
乳がん検診（エコー検査） 30歳代の女性 2,200 円
乳がん検診（マンモグラフィ） 40歳以上の女性 1,400 円
子宮頸がん検診 20歳以上の女性 1,400 円

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、変更する場合があります。

日程 会場 受付
時間

検診項目
託児肺 CR・喀痰・大腸・前立線・

骨・肝炎・特定・後期 胃 腹部 肺 CT 乳がん 子宮エコー マンモ
４月 13日火 高市町民体育館 ② ○ ○ ○
４月19日月 総合福祉センターはらまち ① ○ ○ ○
４月20日火

千里地区公民館 ○
重光集会所 ⑤ ○

４月21日水
南ヶ丘集会所 ① ○
南ヶ丘北集会所 ⑤ ○

４月23日金 ひろた交流センター ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○
４月24日土 宮内小学校 ④ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
４月28日水

外山集会所 ① ○
五本松集会所 ⑤ ○

５月12日水
保健センター ④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ★
５月13日木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★
５月15日土 麻生小学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
５月19日水 ひろた交流センター ① ○ ○ ○
５月22日土 砥部小学校

④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
５月25日火 えひめ中央農協麻生支所 ○ ○ ○ ○
５月27日木

保健センター ○ ○ ○ ○ ○ ★
５月29日土 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★
５月31日月 商工会館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
６月５日土 麻生小学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
６月８日火

保健センター ○ ○ ○ ★
６月９日水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★

託児の申込方法　検診日程の託児欄（★）を確認し、電話（保健センター☎（９６２）６８８８）で事
前にお申し込みください。

「検診予約
システム」◀

料金無料の人
○ 70歳以上の人
○ 65～ 69歳で、後期高齢者医
　療被保険者証を提示した人
○令和３年度中に 41 歳になり、
　乳がん検診（マンモグラフィ）
　を受診する女性
○生活保護法による被保護世帯
　の証明書を提示した人（県中
　予地方局地域福祉課で発行）
○町民税非課税世帯証明書を提
　示した人（戸籍税務課で発行）
※ただし、肺がん検診（CT）・
腹部超音波検診・乳がん検診（エ
コー検査）は全員有料です。
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高
尾
田
地
域
の
一
部
で
公
共
下
水
道
使

用
エ
リ
ア
が
拡
大

建
物
解
体
工
事
を
す
る
場
合
は
「
公
共
ま
す
」
に
注
意

公
民
館
を
日
曜
日
・
祝
日
に
開
館
し
ま
す

　
令
和
２
年
度
に
整
備
し
た
公
共
下
水
道
が
、
４
月
か
ら
一
部
の
地

域
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
も
下
水
道
整
備
エ
リ
ア
を
拡
大
し
て
い
く
予
定
で
す
。
引
き

続
き
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
上
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係
☎（
９
６
２
）６
３
６
３

　
公
民
館
の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
、
４
月
１
日
木
か
ら
日
曜
日
と

祝
日
も
開
館
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

公
民
館
の
休
館
日

　
年
末
年
始
（
12
月
29
日
～
翌
年
１
月
３
日
）

問
社
会
教
育
課
公
民
館
係
☎（
９
６
２
）４
８
２
２

 

高
尾
田
地
域
新
規
利
用
区
域
図

　

建
物
を
解
体
、
撤
去
す
る
場
合
は
、

敷
地
内
の
土
砂
が
取
付
管
や
下
水
道
本

管
に
流
入
し
、
閉
塞
事
故
の
原
因
に
な

ら
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り
「
キ
ャ
ッ
プ

止
め
」
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
の
処

理
区
域
内
は
、
個
人
の
敷
地
内
に
公
共

ま
す
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
の

解
体
工
事
中
に
、
誤
っ
て
公
共
ま
す
を

破
損
、
撤
去
し
て
し
ま
う
と
、
修
繕
費

用
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

建
物
を
解
体
、
撤
去
す
る
場
合

　
次
の
書
類
を
上
下
水
道
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

公
共
ま
す
未
接
続
の
場
合

○
解
体
建
物
の
位
置
図
（
公
共
ま
す
の

位
置
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
）

○
解
体
前
と
解
体
後
の
公
共
ま
す
を
含

む
現
況
写
真

公
共
ま
す
接
続
済
の
場
合

○
公
共
下
水
道
使
用
開
始
（
休
止
・
廃

止
）
届
出
書　

○
解
体
前
と
解
体
後
の
公
共
ま
す
を
含

む
現
況
写
真

○
キ
ャ
ッ
プ
止
め
の
状
況
写
真

問
上
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

☎（
９
６
２
）６
３
６
３

排水設備（個人が設置・管理する部分） 公共下水道（町が設置・管理する部分）

キャップ止め位置
解体工事の際は、下水道本管に土砂な
どが流入しないよう、必ずキャップ止
めをしてください。

接続ます
汚水管

接続ます 接続ます

雨水管

公共ます

下水道管

雨水管雨
水
ま
す

側溝

マ
ン
ホ
ー
ル
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ブロック塀のチェックポイント

□１. 高さは地上から 2.2㍍以下ですか。
□２. 厚さは15㌢以上ですか。（塀の高さが２㍍

以下の場合は 10㌢以上）
□３. 高さ1.2㍍を超える場合、長さ3.4㍍以下

ごとに、塀の高さの５分１以上突出した
控え壁はありますか。

□４. 基礎の高さが 35㌢以上、根入れの深さが
30㌢以上ありますか。

□５. 傾きやひび割れはありませんか。

補強コンクリートブロック塀

ブロック塀を点検しよう
　過去の震災で多くのブロック塀の倒壊破損があり、倒壊した塀の下敷きになって死傷者が発生してい
ます。また、倒壊した塀が道路をふさぎ、避難や救助活動を妨げることがあります。安全な塀であるか
を点検し、災害への備えをしましょう。

　外観で１～５をチェックし、一つでも不適合が
ある場合や分からないことがあれば、専門家に相
談しましょう。

塀の種類
補強コンクリートブロック塀

出典　パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会
2013.1 より一部改

老朽危険空家の除却費用・ブロック塀などの安全対策工事費用の補助
補助内容 老朽危険空家の除却 ブロック塀などの安全対策工事

対象となる住宅

町内にある空家で、①②全てに該当する住宅
①住宅地区改良法に基づく不良度判定で、
評価の合計が 100以上となる住宅
②ア～ウのいずれかに該当する住宅
ア 地域防災計画による「緊急輸送道路」か
「避難路」の沿道に位置する

イ耐震改修促進計画に位置付けられた
　「避難路」の沿道に位置する
ウ 建築物（住宅を含む）が立ち並んでいる
道の沿道に位置する

町内にある補強コンクリートブロック塀か組
積造の塀で、次の①～③全てに該当するもの
①ア～ウのいずれかの道に面しているもの
ア緊急輸送路
イ通学路
ウ 指定緊急避難場所か指定避難所などへ至
る道

②点検の結果、安全対策が必要なもの
③建築基準法における措置が命じられてい
ないなど、重大な違反がないもの

補助対象 老朽危険空家の所有者か相続権者 対象となるブロック塀などの所有者
町税を滞納していない人

受付戸数 ５戸（先着順）

補助金額 補助対象経費の５分の４以内、上限 80
万円

ブロック塀などの除却・建て替えに係る工
事費の３分の２以内、上限 30万円
※ブロック塀など１㍍の上限８万円

申込方法

建設課にある申請書と必要書類を建設課に提出してください。（建設課で事前相談を
受け付けますので、ご連絡ください。また、相談時には、現在の状況がわかる写真な
どを持ってきてください）
※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。

申込期間 ４月 12 日月～ 12 月 28 日火までの土・日曜日、祝日、振替休日を除く８時 30 分か
ら 17時 15分

問い合わせ 建設課管理係☎（９６２）６０１０

ひび割れ

鉄筋

高さ

控え壁

根入れ

厚さ

問建設課管理係☎（９６２）６０１０
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住宅リフォーム費用の補助

対象となる工事

町内にある住宅で、①～⑤いずれかの工事に要する費用が 50万円以上の工事
①建物の長寿命化を目的とする工事
②平成 25年省エネ基準に適合する工事
③高齢者や障がい者が安心して生活するためのバリアフリー工事
④「木造住宅耐震改修事業」に該当する工事に併せて行う住環境向上工事
⑤ 18歳未満か妊娠している人が同居する世帯が行う住環境向上工事
※住環境向上工事…外装工事・内部工事・設備工事・増改築工事など

補助対象

①～④の全てに該当する人
①住宅を所有し、住んでいる人
②町内の事業所などでリフォーム業を営む人と工事請負契約を締結する人
③実績報告後、町が行う現地確認を受けることができる人
④町税を滞納していない人

受付件数 ５件、補助加算対象２件（先着順）

補助金額
補助対象経費の 10分の１以内、上限 20万円
※ 20万円の補助加算対象は三世代同居、三世代近居、18歳未満の人が３人以上いる
世帯

申込方法 建設課にある申請書と必要書類を建設課に提出してください。
※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。

申込期間 ４月 12日月～ 12月 28日火までの土・日曜日、祝日、振替休日を除く８時 30 分か
ら 17時 15分

問い合わせ 建設課管理係☎（９６２）６０１０

補助内容 木造住宅耐震診断 木造住宅耐震改修

対象となる住宅

○昭和 56 年５月 31 日以前に着工された
町内の一戸建ての木造住宅（枠組み壁工
法、丸太組工法、大臣などの特別な認定
を得た工法のものは対象外）
○専用住宅のうち共同住宅および長屋住
宅は対象外

左記の耐震診断の結果、倒壊する可能性
が高いまたは倒壊する可能性があると診
断された住宅

補助対象 対象となる住宅の所有者
受付戸数 10 戸（先着順） ２戸（先着順） ５戸（先着順）

補助金額

【派遣方式】
○自己負担は評価手
数料３千円または
9,900 円（評価者に
よって金額が異なり
ます）
○県建築士会木造住
宅耐震診断技術者派
遣名簿に登録された
人を派遣

【補助方式】
○補助対象経費の３
分の２以内、上限
２万円
○診断方法は「県木
造住宅耐震診断事務
所」の登録を受けた
建築士事務所が実施
する耐震診断

耐震改修設計
補助対象経費の３分の１以内、上限 10万円
耐震改修工事
①～③のうち、いずれかを選択
①耐震改修工事　補助対象経費の５分の
４以内、上限 100万円
②段階的耐震改修工事　補助対象経費の
うち、上限 50万円
③耐震シェルター設置工事　補助対象経
費のうち、上限 40万円
耐震改修工事監理
補助対象経費の３分の１以内、上限２万円

申込方法 建設課にある申請書と必要書類を建設課に提出してください。
※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。

申込期間 ４月 12日月～ 12月 28日火までの土・日曜日、祝日、振替休日を除く８時 30 分か
ら 17時 15分

問い合わせ 建設課管理係☎（９６２）６０１０

木造住宅の耐震診断と耐震改修費用の補助


